
措置１（有効期限がR3.8.1の場合）

措置２（有効期限がR３.4.10の場合　※講習中止期間４月28日～5月31日）

措置３（有効期限がR3.8.１で、延長した受講期限までに再講習を受講しなかった場合）

※これ以降は新規講習を受講することとなる

※再講習を受講するまでの間は普及員

が指導した講習による普通救命講習修

了証の発行はできない
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講習中止期間34日間

受講期限34日延長

R6.4.1

各措置の具体的なイメージ
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失効 再講習可能期限

R5.8.1

有効期限を1年後まで延長

有効期限の1年後まで受講期限を延長 中止期間分、さらに受講期限を延長


